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第27回横浜みどりアップ計画市民推進会議 会議録 

日 時 平成30年２月７日（水）10時00分から12時00分まで 

開 催 場 所 関内中央ビル10階大会議室 

出 席 者 

進士座長、蔦谷副座長、相川委員、網代委員、東委員、池田委員、池邊委

員、岩本委員、大竹委員、加茂委員、長瀬委員、野路委員、若林委員（五十

音順） 

欠 席 者 清水委員、望月委員、籾山委員 

開 催 形 態 公開（傍聴０人） 

 

議 題 

１ 横浜みどりアップ計画の進捗状況について 

２ 市民推進会議 平成 29 年度報告書について 

３ 「これからの緑の取組［2019-2023］」（素案）について 

４ その他 

 
 

議 事 

 

（事務局）  皆さん、おはようございます。 
       定刻になりましたので、これから第27回横浜みどりアップ計

画市民推進会議を始めさせていただきます。 
       私、政策課のみどり政策調整担当課長の綱河と申します。ど

うぞよろしくお願いします。 
       本日は、非常にご多忙の中お集まりいただきまして、ありが

とうございます。 
       まず、この会議の成立につきましてご報告をさせていただき

ます。この会議ですが、横浜みどりアップ計画市民推進会議運
営要綱第５条第１項の規定によりまして、半数以上の出席が会
議の成立要件となってございますが、現在、委員16名中13名ご
出席になりますので、会議が成立していることをご報告させて
いただきます。 

       本会議ですが、同要綱の第８条によりまして公開となってお
りまして、会議室内には傍聴席と記者席を設けております。 

       また、会議録につきましては、個々の発言者の氏名につきま
しても記載をして、ホームページ、広報誌等で掲載していくこ
とになりますので、どうぞご了承いただきたいと思います。 

       また、あわせて会議中に会議風景で写真撮影もさせていただ
きますので、そちらもご了承いただければと思います。 

 
       それでは、議題に入る前に、まずみどりアップ推進担当理事

の橋本から挨拶をさせていただきます。 
 
（事務局）  どうもおはようございます。 
       本日は、お忙しいところご出席いただきまして、本当にあり

がとうございます。 
       本年度も市民推進会議の委員の皆様には11月に調査部会で都

筑区の樹林地の御視察及び意見交換、また広報部会ではみどり
アップＱの編集等、精力的にご活躍いただきまして、本当にど
うもありがとうございました。 

       本日は29年度のみどりアップ計画の進捗状況をご報告させて
いただくとともに、29年度の取り組み、これはおおむね順調に
進んでいると思っておりますけども、委員の皆様には報告書と
して４か年の取組の成果や課題などを取りまとめていただきた
いと思っております。 

       それから、現行のみどりアップ計画は、来年度の30年度で計
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画年度を終えます。本日は31年度以降の重点的に取り組むこれ
からの緑の取り組みについても素案を策定いたしましたので、
こちらのご説明もさせていただきたいと思います。その内容も
含めまして、皆様には忌憚のないご意見をいただければと思い
ますので、本日はどうぞよろしくお願いします。 

 
（事務局）  事務局からは以上であります。 
       この後の進行は進士座長にお願いしたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 
 
（進士座長） 早速ですが、第１の議題は、みどりアップ計画の進捗状況で

すね。このご意見が実は今日のメインテーマになります。部会
等でまたそれぞれについては掘り下げていただきますが、この
市民推進会議の基本的な使命はそこにあるわけです。今年度の
活動をきちっと、点検して、問題ないか、あるいはどういうも
のをさらにやらないといけないかという議論を市民の立場でご
発言いただき、それを事務局は反映して次の報告書をつくりま
す。では第１の議題をまず始めたいと思います。 

       それじゃあ、よろしく。 
 
（事務局） （実績報告説明） 
 
（進士座長） ご説明ありがとうございます。 
       それでは、皆さんからご質問やご意見をいただきたいと思い

ます。野路さんどうぞ。 
 
（野路委員） 先日ある企業の方が、恩田東部特別緑地保全地区の近隣農地

を、資材置き場として買いたいということで農業委員会に審査
書類が回ってきました。 

       私がとても矛盾しているなと思ったのは、一部はみどりアッ
プで保全していて、一部は、資材置き場として民間に買われて
いるという点です。 

       ただ、農業委員会では却下するわけにはいかず、結局県もこ
の申請が通って、許可が下りたと聞いたのですが、そういうと
ころが横浜市は多分にあるのですね。農業委員会でも横浜市の
農業は守れないよと大分もめたので、片や保全して、片や資材
置き場を許可する矛盾を少し緩和できるようなことを考えてほ
しいと思います。 

 
（進士座長） 市は大体ご承知でしょうから少し解説されますか。市のほう

で状況をどうぞ。 
 
（事務局）  野路さんの意見と一緒で、私どもも日ごろ開発については頭

を悩ませているところでございます。まず緑の保全は、基本的
には地権者の方に持っていただきながら、緑地保全制度で指定
をさせていただき、不測の事態が発生したときには買い取らせ
ていただいています。 

       ですので、法的にあのような開発できるところで、地権者の
方の、開発したいという意向がかなり強い場合は、私どもも緑
地の保全に協力していただきたいという話は足繁く通ってお話
をさせていただくのですけれども、地権者の方々の個別事業も
様々ですので、なかなか同意が得られない場所あるのが現状で
す。ですので、私どもも緑の連鎖という観点から、地権者の方
にまた一層お話をさせていただくといった動きをしていかない
といけないと感じたところです。 
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（事務局）  農地転用のお話ですが、農地の中でも農振農用地は農地以外

には使えない厳しい縛りのかかっているところと、調整区域の
中でも白地で農用地にも厳しい網がかかっていないところがあ
ります。厳しい網のかかっていないところでは、今、野路委員
がおっしゃったように、転用の話が出た場合は、ほかに代替施
設がないということであれば、転用をとめることは農地法上で
もできないのです。 

       その中で、相続などが発生して農地を耕作できない、あるい
は相続で農家以外の方がその土地を相続されたときには耕作で
きなくて、ほかの土地利用を考えないといけないところで農地
転用が進んでいく形なのです。 

       法制度の中で、どうしても抑え切れないところがあって、そ
れが調整区域の白地の農地、あるいは線引きで変わったときの
なかなか規制がかけられないところの矛盾は私ども農政担当が
やっていても感じるところでございます。 

 
（野路委員） 資材置き場という名目でどんどん買い広げている方がいらっ

しゃるわけです。今までは、農業をやっている人が農地を買う
と思っていたのが、こどもの国のほかにも、どんどん資材置き
場として買い取るような業者が増えてくるのは、合点がいかな
い。 

 
（事務局）  今のお話ですと、優良な農地を引き継ぐときに、私たちは担

い手とのマッチングを行っています。そのマッチングがうまく
いけば利用権設定をして、その土地を借りて耕作するという方
法があるので、そちらに誘導していきたいなと思っています。
その場合はやはり土地利用をしたいのだという地権者のご意向
が強いと、そのマッチングにもつなげないところがあります。 

 
（進士座長） 野路さんが言っておられることはよくわかる。現実の矛盾っ

て本当に首都圏では多いのですよ。今の話でもね。農振農用地
の問題は、昔からやってきたから農林水産省としては柱なのだ
ろうけど、農振農用地以外の白地については対応をほとんどし
ていないのです。今までは農地法もそういうものだったけれ
ど、都市農業振興基本法をつくったのだから、それに基づいて
もうちょっと本気にやるべきだと私は思っています。ここで解
決できる話じゃないけれど、やっぱり問題意識を持ってもらわ
ないといけないので、あえて言います。 

       今、この４か年の横浜みどりアップ計画の実績報告を見てい
て、細かいメニューで、本当によくやっていると思う。ただ、
２つ欠けている。１つは、緑化フェアに関する総括が何も出て
こない。もう１つは、こんなにメニューがあると、大きく見て
何が問題なのか、何が抜けているのかがわからなくなってい
る。農地とか都市、森と分けて、それをさらに細かくやってい
るから。つまり基本計画に、土地利用計画をどうするか、とい
う視点がないですよ。 

       農振の計画だってもう少し広げて、核心だけではなく、その
周辺も含めた土地利用で今の営農環境を継続的に持続させるに
はどうするかなどを、もっと本気で考えるべきですよ。今まで
の農政はそこが抜けているのですよね。抜けてはいないかもし
れないけど、僕には抜けて見えるのです。それはほとんど農地
法の縛りだけで済ませていたから。今は農地としての保全計画
ではなく、緑地としてやっている。 

       でも、例えば営農環境を整えてやることや、相続の問題を考
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えることです。その入り口が都市農業振興基本法なのだから、
もう少しやるような力がないと。相続税の問題はロジカルパワ
ーが必要だけどね。でも、その隘路がどこかあるのではないか
と思う。昔の要綱行政みたいなものが。今は地方自治で、自治
体の考えである程度自由度も高まっているから、こういう時こ
そ、緑政と農政が一緒だと考えて、横浜あたりで都市農地の持
続に向けて、例えば相続税がどうしようもなければ、確かに地
権者は移動するよ。農地は残ることはあり得る。営農を誰がや
るかとか、市民がやるとか、あるいは農業生産法人をもっと強
化してやるとか、本当はもっといろいろあると思うのですよ。
農は多面性を持っているのだから。まさに、公共財そのものな
のですよ。環境的にはもう も重要な公共財だから本気でやら
ないといけない。私有財産だから相続で売るのはしようがない
な、と諦めているのだったら意味はないわけですね。 

       だから、野路さん言うように、片方では、みどりアップで買
っていこうと言っているのに何でもう片方で、と。農業委員会
は、ルール上見て、ほかの要件が満たされているから仕方がな
いと諦めちゃうわけですよ。それをいいかというと、そんなこ
とないわけだから。本当に重要な問題。 
そしてこれは今時の話じゃないのです。何十年も昔から課題

だったのです。僕から言わせると、それは本当に農政が悪い。
緑政は緑政で都市緑地保全法でしかやらないというね。首都圏
のような場所は、その両方が１つですよ。だから、営農環境の
持続と環境保全はほとんど裏腹で一緒ですから、ここをもうち
ょっと本気でやらないといけないので、新しいそれぞれの基本
計画が、景観計画でも緑政の緑の都市計画でも、それから今の
農振も、もうちょっと、農業振興だけじゃなくて、今度の都市
農業振興基本法に基づく自治体レベルの「地方計画」をつくっ
てやらないとだめなタイミングに来ていると僕は思う。ぜひこ
れは頑張って検討してほしいと思いますね。 

 
（事務局）  今、先生おっしゃったとおりですが、農地の方はみどりアッ

プ計画の中ではなかなかフォローできないところがございます
が、先ほどありました都市農業振興基本法の中で地方計画もあ
りますので、今、農業推進プランというものを並行してつくっ
ています。そういった中で、まだ農地として残るような取組も
検討しています。具体的には、基本的には農業を続けていただ
くのが一番なので、次の農業を担う方にうまくつないでいける
ような仕組み強化したいと考えています。 
それからもう一つは、生産緑地の、特に市街化の農地のほう

は、今までは宅地化の予備的な位置づけがあったのですが、積
極的にあるべきもの、という方向で位置づけが国でも変わって
まいりました。生産緑地の体制になりまして、農家の方でなく
ても農園を開設すれば今までの特典が継続されるような仕組み
も出てまいりましたので、だんだん世の中が農業、農地は大切
だという方に動いてきていますので、そういった法改正をにら
みながらしっかり対応していきたいと思います。 

 
（進士座長） ぜひ。 
 
（事務局）  はい。 
 
（進士座長） ありとあらゆる手があると思う。例えば学校農園など、教育

施設として位置づけるというのもあると思う。僕らが子どもの
ころは小学校に田んぼがついていた。そういう要望を集めて横
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浜は総合的にやればいい。農業関係者は、僕も農業関係者の一
部らしいけど、どうも農業振興というと、営農だけを考える。
公園で言うと利用価値と存在価値あるでしょう。農地も、存在
するだけで価値のある存在価値のことをもっと認めないとだめ
だね。農林水産省はもっぱら農業政策をやってきた農業行政な
ので、生産性とか営農だけ、だから減反してまでやるし、休耕
田はあるでしょう。休耕田は恥だよね、僕から言うと。 

       だけど、それは米価の維持という点で意味があると思ってや
っているわけです。経済政策なのですよ。環境政策の視点が全
くないのだよ。ＥＵの農政は環境行政と重なっているのに、日
本の農政は、環境行政は環境省があるから別だと思っている。
自然再生推進法や、景観法だってそう。みんな産業強化にして
いる。だけれども、農政は相変わらず根っこのところで生産性
や経済性で、いまだに抜けていないですよ。世界的な目で見て
も本当に情けないと僕は思う。 

       そういった意味で、横浜は環境先進都市と言っているのだか
ら、そのモデルを横浜でつくってみせて、農水省の政策を変え
させないとだめだ。市民推進会議で決める話じゃないけれど、
一番市民レベルがそれを実感しているわけです。政策をつくる
人たちは、法の体系しか頭にない。法律の根っこには、市民レ
ベルの実感の方が大事なのですよ。そこが国は欠けている。そ
こを突破するのは地方自治体の皆さんですから、頼みますよ。 

       それ以外の議論にしましょう。網代委員どうぞ。 
 
（網代委員） 先ほど報告いただきました４か年の進捗状況に関しまして

は、全国都市緑化よこはまフェアは全市挙げて、メイン会場点
のみならず各区においても行われたわけですね。それが一切今
回のご報告に反映されていないと先生もご指摘されましたが、
私もそのように思います。これがなぜ反映されないのか、今後
の計画の中にはしっかり反映させないといけないとおっしゃっ
ておられるので、ちょっと矛盾しているかなと思います。 

       それが１点と、あともう１点は、今、先生のお話を伺って感
じたのは、今まさに私どもの地元の瀬谷区にある旧上瀬谷の通
信施設跡地のまちづくりについて、横浜市と私たち地元におい
て検討をしておりますが、農業をやっていただいていた方々の
うち、継続しようとおっしゃってくださっている人が３割にと
どまっているというのです。そこまでにしてしまったことも問
題だろうと思いますし、単なる民有地ということだけではなく
て、公共の大変重要な財産だというお話を進士先生からもして
いただきました。農地を少し整理するような方向で考えてはい
るわけですが、地元としてももっと農地としてさらに続けてい
ただくようなこともお願いし、または応援をしていきたいなと
思っています。またそれとあわせて、ご紹介いただいた学校の
農園も、その中に設けさせていただくのも大事なことだなと考
えたところでございます。 

       以上です。 
 
（事務局）  フェアの件でございます。今、前段で事務局からみどりアッ

プ計画に基づく29年度の進捗をご報告差し上げたところでござ
います。ですから、別途フェアの成果で報告すべきだったのか
もしれません。私どもとしては、全国都市緑化フェアは、みど
りアップ計画とは別に予算立てをして、大変多くの、600万人
を超える方にご来場いただきまして、これも緑や花の世界を市
民の皆さんに大変楽しんでいただいたところでございます。 

       みどりアップ計画でも従来から花の魅力で都心部のにぎわい
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をつくろうということで取組をやっております。それがベース
となる部分でございます。それに緑化フェアの予算を新たに投
入してフェアを開催しているところでございますので、その成
果は大変大きいと私どもも思っていますので、後ほど次の議題
に「これからの緑の取組（素案）」の説明も入ってございます
ので、その中で、樹林地が指定を続けて拡大しているのとあわ
せて、今回のフェアの花の魅力で、多くの方が自然や花、緑に
親しむ楽しさ、きっかけとなったと、アンケートでも非常に多
くの方が答えていただいておりますので、それをどうやって生
かすか、次の緑の計画の中でも考えているところです。 

 
（進士座長） 今回の報告書の中では、予算が別だから載せないという話で

すか。みどりアップ計画の実績があって、それを全国発信する
絶好のチャンスとして全国都市緑化よこはまフェアも位置づい
ているし、もう一つは、イベントを前提での政策展開は、全国
にもそうだし、横浜市民もそのイベントによって喚起されて、
みどりアップ計画のイベントにも参加するわけですよ。政策的
には目標が全く一緒なのだよね。だから、予算上の仕分けは、
もうこれまでも言われてきたように、これは通常の予算でやっ
ているだの、これはみどり税でやっているだの、それはわか
る。予算上の仕分けは別で説明すればいいので、やっているこ
と全体をアピールしないと、みどり税そのものの効果も十分に
見てもらえないことにもなる。環境行政、緑政として相乗効果
を期待してやるのが政策運営だから、市民推進会議でこれを強
く要請したい。 

 
（事務局）  フェアの成果も入れていくような形で少し報告書の内容を検

討したいと思いますが、まさに都心臨海部の緑化の取組はフェ
アの会場として下支えとなったもので、また里山の樹林地の中
ではジップラインなどの取組を行いましたが、これは、別の委
員会で進士先生から、みどりアップ計画の成果を子どもたちに
実体験できるような取組を含めては、というご指示もあってや
らせていただきました。ああいった樹林地の１つの楽しみ方も
フェアの中でできたと思いますので、何らかの形でそういうと
ころが発信できるように考えていきたいと思います。 

 
（進士座長） 税金を出している人たちに、ちゃんとその効果が上がってい

ることを自覚してもらうことや、体験してもらうことがもとも
との趣旨なのだから、予算の使い方は行政上のルールがあって
やっているのは事実だから、それは僕も承知しているけれど、
この予算でこういう目的でやったのだから、それ以外に効果が
あったのはけしからんなんて言わないでしょう、財政は。だか
ら、いいんですよ。投資効果がものすごく大きくなっているわ
けだから。僕はそういう視点でどんどん緑化フェアの成果につ
いても入れたほうがいいと思います。ぜひ配慮してください。 

 
（事務局）  はい。 
 
（進士座長） ほかの方いかがでしょう。相川委員。 
 
（相川委員） 民有地における緑化の助成について、目標に対しての実績が

ものすごく伸びている。この目標を達成するために努力をする
と言われていたのですが、今、４か年で目標が65件のところが
20件。目標を達成するためや、予算を消化するためのばらまき
のようなことをするのであれば、目標に達成できなかったとし
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て、原因を検証してもっと有効に予算を使うように実施するこ
とはできないのでしょうか。 

       もう一点ですが、森づくりのパワーポイントに、泉区の（仮
称）古橋市民の森がありましたが、実は自分が生まれ育った近
くでもあり、実際に遊んだ場所です。これに対しての助成や地
域支援にはすごく感謝しています。 

 
（事務局）  前段のほうですが、予算消化のために何でも助成していると

いうことは決してございません。その結果、少し助成対象を絞
っているので、目標に到達していないことは事実でございま
す。私どもも途中段階でも分析をしまして、やはり周知が足り
ないのではないかなど、様々考えまして、建築局と相談をし、
建築の窓口でもＰＲをするようにするなど、いろいろ手法は変
えてＰＲ等努めているのですが、どうしても件数が足らない形
でございます。そのため、これからの緑の取組では仕組みその
ものをどのように変えたらいいかなどを検討しているところで
ございます。 

 
（進士座長） はい、池田さん。 
 
（池田委員） 民有地における緑化の助成の写真は、実施前は当然殺風景で

コンクリートだったのが、実施後これだけ街の中に緑がふえま
したよとわかる写真でないといけない。そうすると、都市部の
街中で緑をふやすのは、街路樹だけではなく、横浜市は屋上に
も緑化の助成をしているのですよとアピールになると思うので
す。 

       これでは努力をしていないというか、写真を撮っていない。
こんな態度だったら、13件の目標の３件しかできないのはちょ
っとわかるな。ちょっと辛口で申しわけないです。 

 
（事務局）  写真は今の状況で、仮に入れさせていただいておりまして、

終的には緑が成長した状況での写真を入れたいと思っており
ます。説明が不足しておりまして申し訳ありません。 

 
（池田委員） そうですよね、この写真でいろんな人に助成がありますよと

言われても、私だったら全然効果ないなと思ってしまいます。
では、次の写真を楽しみにしています。 

       もう一つ、いきいきとした街路樹に、18区全部で推進してい
ますと言われているけど、本当によくなったか実感がないので
すよね。だから、ただ１本だけ剪定した写真ではなく、街路樹
が並んだきれいな写真とかを使い、もっとアピールしてもいい
のかなと。 

       具体的に新路線で街路樹が何本ふえました、高木で何本ふえ
ました、それからツツジの低木で植樹帯が何平米もふえるんで
すよと。予算としてもこれだけ増やしてやっていますと。この
写真で、目標を推進していますでは何もわからないですよね。 

 
（進士座長）では、池邊委員。 
 
（池邊委員） 市側の代弁をするわけではないですが、先ほどうちの学生が

23区の屋上緑化の実態を全て調べまして、実のところ、助成実
績がほとんどの区で下がっています。新宿など、例えば 近で
すと有名な池袋の西武とか、要するに人が入るところとか人の
目に触れるところ、そういうところだとやはりより効果が高い
のですが、オフィスの人も余り出ていくかどうかもわからな
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い、見えるかどうかもわからないところについては少なくなっ
ているのです。 

       では、全く屋上緑化が少なくなっているのかというと、そう
ではなくて、助成制度にとらわれないで自らやろうという積極
的な企業さんは、助成制度に頼らないでやっていこうという形
になっているので、多分この辺は視認性ですとか人が入れるか
どうかだとか、そういうところも含めて壁面緑化と一緒になっ
て少し助成制度の見直しが今後必要なところだと思いますの
で、これは必ずしも努力が足りなかっただけではなくて、全国
的とは言わないのですけれども、実は都市部の全般的な状況で
はあります。23区は助成制度が豊富にある区も沢山あるのです
が、その成果は伸び悩んでいて、やはり制度そのものの見直し
が必要だというところは来ています。 

       あとは、もともと屋上緑化ができるようになっていないとこ
ろも非常に多くなっていますので、対応が必要なのかなと思い
ます。 

 
（進士座長） そうですね。本当は建築行政がもうちょっとそれをフォロー

しないとだめですね。 
 
（池邊委員） そうですね。 
 
（進士座長） 窓のそばにゼラニウムを置くのもみんな昔から、50年前に言

っていた。ヨーロッパでは、鉢植えが窓際に引っかかるように
できているのですよ。日本はそういうのはないからだめだね。
建築そのものが屋上緑化を前提にした建築指導行政ではないと
だめなので、緑化側から働きかけないといけない。全面的にど
こもかしこも一律の基準をつくって助成をするなんてナンセン
スかもしれないね。 

       関内のように、どうしても屋上に頼るしかないような過密な
ところは、むしろ100％助成して、極端に言えば施工するとい
うこともあるかもしれない。私は40年ぐらい前、台北に行った
ときに初めて屋上緑化はこんなにすごいのかと思った。台北の
市長は、台北市は本当に過密だから屋上しかないというわけ
で、個人の屋上を全部やったのですよ。これは昔、江戸川区も
公園が全然ないから、生け垣助成を思い切りした。日本の行政
が悪いのは、どこの区でも基準を同じにすることで、各エリア
を考えていない。周りに家が沢山あって、山があるところでも
屋上緑化。そういったところでは誰もやりっこないでしょう。
必然性もないしね。何でも一律にやるという思想がもうだめな
のですよ。場所を押さえてやらないとね。 

       加茂さん。 
 
（加茂委員） ２つ話したいと思って、１つは緑視率という視点が何か使え

ないか考えてみると、民有地の緑化などでいいのではないかと
思っています。実は初期の水と緑の基本計画には緑視率という
言葉があったのですが、改定後は緑視率という言葉も消えてお
りました。緑被率を大事に考えていくのはいいのですが、こう
いう見た目の緑を考えた視点も入れていったらどうかと思いま
す。 

       前回、「ブラタモリ」で田園調布はなぜ道路が真っすぐでは
ないかということで、曲がっていると緑の街路樹が大変視界に
多く入るということを取り上げていました。この番組の内容
が、見た目の緑がいかに潤いを与えているかを考えるきっかけ
に使えるのかなと今考えているのですが、緑視率を何かのヒン
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トで使っていただけるといいかなというのが１つです。 
       もう一つ、森の楽しみづくりです。実績が大変多く、29年は

73回で、大変すてきなことだと思いました。市民推進会議の11
月の調査部会で都筑区の森を歩いたときに、保全活動をしてい
る団体の方のお話や、公園愛護会の方のお話を聞きましたが、
そういう話を聞くと、みどりアップ計画についての理解が大変
進むと思いました。森の楽しみづくりのイベントの「ウオーキ
ング」にも活動団体の方の話があるのかとちょっと聞いてみた
いです。 

 
（進士座長） 何かありますか。 
       「ブラタモリ」は僕のところにディレクターから相談があり

ました。だけど、田園調布は結果的にカーブで緑視率が高まる
ようになっているだけで、もともとはガーデンシティーのモデ
ルがあってやったもので、緑視率が高くなったのは結果ですか
ら、誤解しないようにね。 

       それから、緑視率はもう何十年も前からずっと議論があるの
ですけれど、緑視率だけを指標にすると、上空から見た時の緑
化がなくなっちゃうのですよ。それから、緑は季節によって変
化していきます。そういう細かいことで余りやってほしくな
い。昔は学者らが、緑視率について論文にするのに様々な基準
つくって取り組んだのです。だけど、それは結局全部矮小化し
てしまうのです。 

 
（加茂委員） そうですね。 
 
（進士座長） 緑視率を上げようという視点は、デザイナーは狙っていいの

ですよ。特定の場所だけ緑を目立たせるみたいな。いいのだけ
ど、そういうことだけに市民の関心を持たせると、環境全体の
ことを忘れちゃうので注意しないといけない。これは、グラフ
ィックデザインの問題点と重なるのです。グラフィックの世界
は一瞬で勝負しているから、何かアピールしようとして、肝心
なハートがなくなっちゃうことがよくある。環境の問題は100
年先まで見ないといけない。 

       どうぞ、事務局からお答えがあるなら。 
 
（事務局）  森の楽しみづくりの件で、ウオーキングのやり方ですが、基

本的には駅をスタート地点として、公園や市民の森をルートに
使いながら歩いていただくことを行っています。ウオーキング
自体が健康づくりにもつながることもあるのですけれども、当
然自然の豊かなところを歩きますので、自然観察会などもでき
るような形で専門家の方についていただいて、自然を観察し、
生き物や植物の解説をしながら回っていただいています。ま
た、横浜市の職員もついて行って、みどりアップ計画のＰＲも
していく、そういう形で進めております。 

 
（加茂会長） できればですが、ルート上の活動団体や、保全をしている方

たちのお話が聞けると、またみどりアップ計画をより理解でき
るものになるのではないかと思っています。難しいと思うので
すけど、ぜひそんなことを進めていただければなと思います。 

 
（事務局）  御協力いただけるような、団体等ございましたら、そういっ

たところとマッチングさせながら、イベントの企画を考えてい
きたいと思います。ありがとうございます。 
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（進士座長） もうほかはいいですか。 
       大竹委員。 
 
（大竹委員） 私が感じたのは、効果的な広報のあり方です。アニメーショ

ンには思うところがあって、本当にもっと効果的にしたかった
ら、さっきの報告のパワーポイントの写真のように、ちゃんと
した写真を使うことも大事じゃないかなと思っています。葉っ
ぴーちゃんもかわいいし、アニメーションもいいのですけれ
ど、何かもう一つ、違うんじゃないかなという気があります。
それはどうしたらいいのか私にはわかりませんが、ただ目を引
くだけではどのぐらい効果があったかということも、市民には
わからないのかなという感じがしています。 

 
（進士座長） 長瀬委員。 
 
（長瀬委員） 維持に関しても目を向けてくださっているところが、だんだ

ん変化してきているところかなと思っています。私もボランテ
ィア活動などに入らせてもらっているので、一般の人が関われ
る場が広がっていけるような取組があると、自然にかかわる人
や楽しめる人が増えていくので、いいなと思って見ています。
保育園や幼稚園の緑化のところも、芝生だけではなく、ビオト
ープも計画に入れ始めて、だんだん広がっているなとも思って
います。 

       私は、広報・見える化部会の中で発行したみどりアップＱで
相川さんがコラムで連載している田んぼにいる生物のような、
自然が大事だと思っています。私自身は子供のときにこういう
畦で遊んだり、樹林地の中に入って自然や生き物などを体感し
たりしていたので。花だけではない自然のよさを伝えていけた
らいいと思いました。 

 
（進士座長） はい、いかがでしょうか。 
       若林さん。 
 
（若林委員） 数多くの事業を順調にやられているなというのが１つの印象

です。公有地の関係は比較的順調だけど、やっぱり民有地はど
うしても苦戦しているのかなという感想を持ちました。特に、
緑をつくる部分では、民有地緑化の実績が伸びない理由は何
か、しっかり継続をして次につなげるのか、何とかしっかり検
証していただきたいなと思っています。 

       あと目標や実績のところで、推進、とあるのは、前も申し上
げているのですが、何がどう推進されたのかがよくわからな
い。もう少し実感が湧くような具体的な表現を、是非していた
だきたい。また、逆に具体的な事業で何か所が何か所に増えま
した、と書かれてあると、つい、それはいいじゃないか、とな
るのですが、結局その何か所に増えたことが、どんな意味があ
るのか、質の面なのか、そこは数字だけだと逆にわかりにくく
なっているところがあります。それはきっと柱立ての問題や、
目標の表現の仕方など、もう少し工夫しないといけない。これ
は次のステップの問題だと思うのですが、余りにも具体的に数
字で推進すると、数字ばかりにとらわれてしまって本質が見え
なくなるみたいな部分もあるのかなという、これは印象でござ
います。 

       以上です。 
 
（進士座長） 大事なご指摘だと思いますが、その 後の「実感が湧く表
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現」として、例えば、何かいいアイデアありませんか。先ほど
長瀬さんは子供が喜んでいることを挙げていましたが。 

 
（若林委員） 例えば森でしたら、 近、異常気象で災害も出ていますか

ら、地域防災力の強化みたいなところの視点をもう少し強烈に
前に出すとか。緑ですと、まちづくりとか子育て環境に緑を増
やす整備をして、横浜の魅力アップにつなげるのだとか、もう
少し広い概念から落とし込んでいくようなところが必要なのか
なと思っています。 

       また、農も子育て環境の１つにもなるのだと思うのです。あ
と、農業のブランド化、先ほど営農はちょっとどうかという話
もありましたけど、私はむしろブランド化をもっと新しい横浜
の観光資源になり得るぐらい頑張ったらどうかと思っていま
す。ですので、もう少し目標設定や表現の仕方、字句の立て方
をもう少し工夫したほうが、国連でもＳＤＧｓなんて言ってい
ますから、ああいったサスティナブルで、次の世代にちゃんと
豊かな社会を引き渡すような、そういう視点に立った目標だと
思うのですね。だって、横浜の魅力アップさせるための目標で
すから。 

 
（進士座長） アピールするには商工会議所風のビジネスセンスを入れなく

てはいけないかもしれないね。 
       ほか、いかがでしょう。 
 
（東委員）  若林委員の発言は、私が言いたかったことに結構近いです。

余りにも報告書の内容がフラット過ぎて、何に一番力を入れた
のかはちょっとわかりづらい。この29個ある取組の中で一番力
を入れて取り組んだのはどれかということをもっと打ち出して
ほしい。同じに並べたら、同じ評価で比べられてしまうので、
そこはもっと散らしていいと思います。 

       また、この４年間、市民推進会議委員としていろいろなとこ
ろを視察したときに感じたのが、今まで市民は緑とか農地は広
いほうがいいという漠然とした見方があったのですが、そうで
はなく、都市の緑は質が問われる。例えば防災のためののり面
の整備や、アメニティ機能を強化するとか、いろんなことをさ
れているのだなということをとても実感しました。そういった
細かいことではあるのですが、都市の緑としてこれだけのこと
をしましたというのは数字にはあらわれにくいところですけれ
ども、そこをもっと強調してもいいのかなと思いました。 

 
（進士委員） そのとおりですが、担当課が分かれているから、その３つを

越えて、どれに力を入れたというと良くないのだろうね。それ
はまさにこの市民推進会議がそれをやるべきだけど、こっちは
そんな暇ないので、理事とか部長で相談して、そういう文章が
必要かもしれないね。 

 
（事務局）  これから報告書の中で説明します。 
 
（進士座長） 岩本さんかな、まだご発言されていないのでいかがですか。 
 
（岩本委員） 緑化に対する取組について、私は三保市民の森でいろいろ活

動していまして、子どもたちには、幼いうちから森でしっかり
遊んで、緑に花に親しんでいただきたいと思っていますので、
子どもの教育の観点からも、教育委員会等々と御相談していた
だきながら、緑の取組を推進していただきたい。 
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       また、市民に対する啓発という点で、緑は大切ですが、手入
れが大変です。道路の周りも葉が生い茂り、歩道も落ち葉がい
っぱいあったり、また枯れ枝も落ちてきたりするので、みんな
が木を切ってもらいたいといいます。市民の安全性や守るべき
緑を考慮して、全体的な管理に取り組んでいただきたいと思い
ます。 

       次に、名木古木に指定されると１年間で3,000円が出るとい
うことですが、せん定をするときの役所への手続きが面倒で、
近くの神社に名木古木に該当しそうな木が多くありますが、一
本も申請していません。予算的にももう少し出して、名木保存
を大いにしていただきたいと私は思っております。 

       今後は、みどりが必要だということを前面に出し、ＰＲ活動
を大いにしていただき、みどり税だけじゃなく、市の予算から
も緑に対して取り組む予算もとっていただいて、さらにこの緑
化推進をお願いしたいと思います。 

 
（進士座長） 名木の保存は市の独自のものですか。メンテナンスコストを

少しでも負担してあげようという発想なの。 
 
（事務局）  市の独自の制度で、申請があれば助成をするという形です

が、申請すると、どうしても手続きや報告が必要となります。 
 
（進士座長） 改善点ですね。 
       それでよろしいでしょうか。これまでの実績について様々ご

意見があって、幾つかは改善点があるということで、その改善
点も含めて、これから緑の取組については後でやりますが、そ
の前に報告書の構成について。事務局、どうぞ。 

 
 
（事務局）  【報告書の説明】 
 
 
（進士座長） ご説明ありがとうございます。 
       第２の案件いかがでしょう、報告書の構成について。 
       東委員。 
 
（東委員）  取組の柱のハイライトが見える化されているのがすごくわか

りやすいと思いました。しかし一方で、緑地保全で年間100ヘ
クタールという目標値が立っていますけれども、そもそもこの
100ヘクタールの根拠は何なのか、私たちはその緑をどうやっ
て守っていくのかという議論などがされてきたと思います。そ
ういった、この審議会で行われた課題と議論をもう少し明確に
出してほしいなと思います。それがその次の素案にもつながる
ことじゃないかと思っています。 

       ちょっと先走りますが、その素案の中でも緑地保全は300ヘ
クタールという目標値が出されているのですが、この300ヘク
タールの目標値も、じゃあその根拠は何なのかがとても見えづ
らいので、もう少し、何に本気で取り組んで、何を考えてこう
いう目標を出したのかが見えるといいなと思うのです。そこに
担当者のコメントとかもありますけれども、そういうところで
もきっちりフォローできるのではないかなと思います。 

       もう一つ、農地でも出てきましたけれども、緑の問題は土地
所有者の不測の事態や相続の問題でもあると思うので、それに
よって市内でもいろいろと市民運動があったりなどしました。
相続という不測の事態が起きるもっと前からきちんと他局と連
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携して取り組むべきじゃないかなと思うので、そういったこと
も反省と課題に盛り込んでもらえるといいなと思いました。 

 
（進士座長） おっしゃるとおりですね。 
       では、構成として、こういう構成ではだめだという方はおら

れますか。今の東委員の意見は報告書に反映が必要でしょう。
取組の柱のハイライトが個別の森や農だけではなく、全体とし
ての内容もその全体としての話も入れること、もう一つはここ
での議論と次の計画のつなぎとなる内容も入れること。 
これまでの市民推進会議での議論や委員の指摘には、意味あ

る御意見がありました。それは次に説明のある「これからの緑
の取組」に反映されているのでしょう。 

 
（事務局）  はい。 
 
（進士座長） していると思うのだけど、このつなぎを見せろということだ

ね。この市民推進会議のレポートでは、ここでの議論をちゃん
と表へ出して見せておいてください。それを受けて、この次の
取組ができていますという、そういう構造を見せてくれないと
だめだよという、そういうことね。 

  
（東委員）  そうですね、はい。 
 
（進士座長） そこを踏まえて、 後の事案を時間ある限り議論します。 
 
（事務局）  今、委員の言われたところは、今後それぞれ施策ごとに委員

の評価・提案として、実際に議論された内容などを盛り込ん
で、報告書にも載せていこうと考えていますので、よろしくお
願いいたします。 

       では、次で「これからの緑の取組［2019-2023］」の素案を作
成しておりますので、そちらのご紹介をしたいと思います。 

 
（事務局） 【「これからの緑の取組［2019-2023］」の素案説明】 
 
（進士座長） どうぞご発言があれば。 
       池邊委員。 
 
（池邊委員） 今までの取組を継承することはいいんのですけれども、今ま

でみどりアップ計画の取組を様々行ってきて、既に選ばれた町
になっています。建築局都市計画課はＭＩＣＥなど様々やって
いますけれども、そういうところにも緑が十分に寄与している
というニュアンスがここには足りないです。ですから、シティ
戦略としてもこれまでやってきたから、今後も横浜が、より多
くの市民が集まって世界の横浜となるために、引き続き緑をも
っと皆さんに感じていただけるようにやっていきます、といっ
た話がないといけないと思います。何となく引き続きでやって
いますとすると、ご存じのように、森林環境税を使えばいいじ
ゃないかとかという話も出てきますので。 

       そうではなく、進士座長が当初おっしゃっていましたが、
「心豊かに、ライフスタイルに寄与するというのがみどりの市
民税だ」と。単純に緑を守るだけではなく、市民の暮らしの中
に緑豊かで健康的で、しかも横浜市にいることが楽しいといっ
た、都市戦略の中で、この緑の取組がより強化され、今後はシ
ティ戦略としてもやっていくということを少しでも入れていた
だければありがたいです。 
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（進士座長） 今後、部会をやっていただくときに、今のご発言の内容を池

邊先生もしっかり検討してください。 
 
（池邊委員） そうですね。若林先生にも一緒にやっていただきます。 
 
（進士座長） 例えばシンガポールは、緑で世界に売り出しているのだけれ

ど、ああいうやり方じゃないよね、多分。 
 
（池邊委員） あれとはちょっと違います。 
 
（進士座長） だから、日本人の成熟度はかなり均質なレベルで、教育程度

も文化水準も生き方もかなり高いという市民性だと僕は思いま
す。人の生き方にフォーカスをしていると、全体に日本らしい
特色が出てくるかなとも思っています。今は１つのアイデアで
すけれど。必ずしも東京のように、ビジネスでの都市間競争で
超高層ビルだけにしてしまうのではなく、横浜は、関内を中心
とはしているけども、圧倒的に郊外部が多いのが横浜の特色
で、住民の生活が基盤にある、そこら辺が特色だから。 

 
（池邊委員） そうですね、それはバックヤードとしては農と森林があるの

が前提だと思います。 
 
（進士座長） そうそう。それがさらに教育とか子育てとか、全般に行く

と。それが本当の豊かさで、とりあえず美しい町はちょっと小
さいような気がする。部会で頑張ってください。 

 
（池邊委員） 責任持って取り組みます。 
 
（進士座長） それ以外の視点で何かありますか。 
 
（東委員）  今後、2019年がピークで人口減少が横浜市予想される中で、

緑だけふえればいいというものではなく、人が暮らしやすい緑
をどうつくっていくかが非常に大切だと思うのです。そうする
と、この取組の理念も何となくふんわりと「みどり豊かな美し
い街」という言葉でいいのか、もしくは、もう少し緑と人が主
役であるということを理念の中で言葉として表現してもいいの
かなと思いました。 
例えば心地よい緑とともにや、豊かな暮らしを育むなど、も

う少し人の暮らし、緑があることで私たちが豊かになれるとい
う、見た目だけではないところも入れてほしいと思いました。 

       そういったことを考えた場合に、この３つ挙がっている５か
年の目標の順番も２番が１番になるのか、その辺ももう少し丁
寧に検討されてはどうかと思いました。 

 
（進士座長） どうぞ。 
 
（網代委員） 私は取組の柱１と２に関して、学校教育においても取り組ん

でいくことも大事なのではないかなと思います。この豊かな緑
や農業に対してもっと触れていただくことが学校教育でなされ
ていないのではないかと思います。また、地域においても、例
えば青少年指導員さんが農業体験の機会をつくっていただいた
りしておりますけれども、もっと増やし、この素案に書いてあ
るように、緑と森と農地・農業に親しんでいただき、そのすば
らしさや収穫の喜びを感じていただければと。 
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       もう一つ、シニアクラブさん等においても結構時間があり、
何をしようかなと思っておられる方々も多いものですので、同
様に仕組みをつくっていけたらと思いました。以上です。 

 
（進士座長） はい、ありがとうございます。ほか、いかがでしょう。 
       どうぞ、長瀬委員。 
 
（長瀬委員） 初に「10大拠点内の樹林地や」と書いてありますが、緑の

10大拠点から外れている区に住んでいる自分は寂しいなと思っ
ていましたが、「市街化区域内の身近なまとまりのある樹林地
の」という言葉が入っているので、期待したいなと思いまし
た。 
また、都市化が進む横浜市の中では、小さな緑とか身近にあ

る緑の中での生物多様性は非常に大事だと思います。市民推進
会議広報誌のみどりアップＱでの取材に行ったときにも、活動
団体の方が身近なところの庭などを点としてつなげ、区域など
も大事に考えてほしいということもおっしゃっていたので、そ
ういったことも書いていただきたいと感じました。 

 
（進士座長） 市民意見募集は、２月16日までだから、この委員会の委員も

出せないことはないんですよ。是非しっかり書いてください。 
 
（加茂委員） 「地域特性に応じた緑の保全・創出」がとてもいいなと思い

ました。市民委員として様々な現場に行かせていただいて、み
んな個性のある森や緑だということを実感しました。ここには
地域に根差した区の取組という表現が出てきて、全体だけでや
るのではなくて、もっとローカルに取り組むといった動きがあ
るのはいいと思いました。 

 
（進士座長） そのとおりですね。横浜みたいに大きな街は１つで考えちゃ

だめですよね。 
       どうぞ。 
 
（野路委員） 資料記載について、どちらが正しいのかわからないですけ

ど、計画の概要版では取組の柱２の農の取組一覧の一番下、事
業４では「生産者と企業とのマッチング」と書かれていて、冊
子では「市民と企業との連携」書かれていて、私は、生産者と
企業のマッチングがぴんと来るのですけが、どのように意味合
いが違うのでしょうか。 

 
（事務局）  地産地消条例の中にも市民の役割、生産者の役割、事業者の

役割、そして行政の役割と、それぞれ役割があって、みんなで
横浜を盛り上げていこう、つないでいくという意味合いです。
市民の人たちに横浜のこういう魅力を知っていただく、そして
関わっていただき、さらに地産地消が進んで横浜の農が生き生
きしてくるということを思っています。 

 
（進士座長） ほか、いかがでしょう。 
       柱ごとの内容については、それぞれの部会で議論いただける

のですが、全体として何かご意見があったらと思います。 
後、副座長に全体としてこれでいいかどうか伺いたいと思

います。 
 
（蔦谷副座長）大変よくできているというのが私の印象です。次のステップ

は、多分市民が主体性を持っていくことです。今までは行政主
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導型が中心だったと思うのですが、その市民の盛り上がり、あ
るいは市民が自発的にやっていく、そういう道筋をつけていく
１つの大きな課題になるのではないかと思います。 

       ２つ目が、従来もやってはきていますが、もっと企業を巻き
込んでやっていくことだと思います。地産地消では企業との連
携がされているという印象はあるのですが、街路樹などは、一
般市民と一緒に企業と、あるいは商店街と一体となってやって
いくのが、これからの課題ではないのかなと思います。 

       そういった意味では、今回の改定の中にしっかり問題意識と
して入っているなというのが私の印象であります。これをでき
るだけ具体化していくことが課題なのかなと思います。 

       あと、既にお話が出ていましたが、横浜が日本をリードして
いるというか、あるいは冒頭でも話があったと思いますけど、
今の日本の農政中心になっていて、やっぱりこの緑と農地を含
めてリードしていく、これは壮大な実験をやっていると我々思
っています。次のステップとして市民のことは当然ですが、取
組の内容は非常に全国的にリードしているようなものなのだ
と、そういう誇り持てるような表現みたいなものが出てきたら
いいのではないかなと思います。 

 
（進士座長） ありがとうございます。 

森と農地と都市ですから、全域なのですよね。環境創造局と
いう名前もあり、このみどりアップ計画とは別に、環境管理計
画も改定だね。ＳＤＧsみたいな流れもあって、当然みんな市
民が原因であり結果なのだから、市民が中心になるんですけ
ど、行政の役割として、さっきも言った計画や条例など、さま
ざまな手続がやれるので、これ計画の見直しはとても重要だと
思います。 

       先ほど言った環境管理計画や水と緑の基本計画、農政や生物
多様性などの関連計画も幾つかあるから、いろいろあり過ぎて
ややこしくなっているわけですね、今。そうすると、やっぱり
共通の目標を少し持たない。今一番弱いのは何かというと、
初に農地の資材置き場の話がありましたが、どのゾーンを健全
な農地ゾーンとして位置づけるかという全市的な配置が要りま
す。個別の側は、農家は一人一人が守っているのだけど、守り
切れない。計画は多面的に見ないともうだめな時代なのですよ
ね。だけど、計画はそれぞれ法律に目的が書いてあるから、そ
れに沿ってやる。法律のつくり方が僕から言うと悪いんだけれ
ど、目的を限定している。日本の制度とか行政の仕掛けは、こ
れをやりなさいとは書くけど、これ以外は何をやってもいいと
は書かないのだよね。ここを突破しないといけない、ちょうど
今タイミングだ。 

       幸いにして、横浜市は、環境先進都市をずっと言い続けてい
る。このみどりアップ計画はそれの非常に重要なエンジンとし
てここまでやってきて、今、蔦谷さん言われたように、いい線
まで来ているので、仕上げを期待しております。だから、各部
会ではそれぞれ考えていただくと同時に、全体スローガンを考
えるのはいいかもしれない。市民委員の任務です。市民が共感
するようなスローガンを掲げる。スローガンは結構大事です。
スローガンの中に本質が見えるから。多分今度の計画はスロー
ガンが大事だと思うのです。頑張っていただければと思いま
す。 

       これでまとめてしまいましたが、よろしいでしょうか。 
皆さん、どうもありがとうございました。 
ご苦労さまでした。 
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